
様式第ユー1号

整理番号 ｜| ・言二

支出証拠 書

（ 、今派久．奉呈W症 と1.,7,〃,茅1白匡コ ェーーー鐸 ， ．ー

．※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目
諏却暁費.研修費･広聴広報費･霊鰊|瀞勧費:会議費･資料ｲ鰄費･資料購入費･事務費.属嘉詞 ･人件費

内 容 事務所駐車場代（ 了月分）

年月 日 令和鱈フ月2重三令和 年 月 日 金額 ､_KTz_ff円
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目的 政務活動事務所で使用する駐車場代
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累分の理由
政務活動と後援会活動

で案分
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様式第1－1号

支出証拠 書

r 公菅派症．壹諄＝汀々 鰐 、．皇少 ． .局__-

訓又蕾等の釜 宏分率及び政務活動費の支出顎

記入すること。

整雪 号

経費項目
調劃↑究費.研修費.広り鉱報費･要調誇圃費･会議費･資料#城費･資料購入費.鳫霧胃.事務所費.人件善

内 容 事務用品代（。（二'一 〕諸く ）

年月 日 令和室 -年ツ月迭日~令和 年 月 日 金 額 7鼠平 円
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累分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

ヌ3j~4 円

緊分率(b)
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政務活動費支出額(a×b)
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様式第1－1号
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使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗm-｢5~｢5~｢I1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤 通訓）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率吸ひ準活動費の支出額をそれぞれ該当桐に

記入すること。

経費項目 嗣亙厩胃･研修費･広聴広報費･雰誰|誇鋤費･会議費･資料{鰔費･資糊貰入費･事務費･藷緬費･人件費

内 容 政民合同会議（曄罠束育7会読）

年月 日 令和4年g､月｜ 日~令和 年 月 日 金 額 1368､○円
4

目的 内外情勢の講演会聴取儲演会ﾃｰﾏ: [春省き箕g､心z馬 」 ）

使途 講演会出席会費、交通費

関連性

講演を聴取し､日本の現状や諸課題を多角的に把握し､地域外交など県政発展に役立てる。

､、E只州入言只口1,J1千"〃

別紙のとおり
講惣や老ﾉ石皮菱EL豊詫憧莎f還

・ l

碓伶、

ハ
禾
弓
か

。
、，

棚
鋪
炊
嶢

早
不
哩や

》
》
》
》

角革今窪で､玄ふう し内外と汐iつ

栗が"澤出
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/f〃〃 円

案分率(b)
／

100％ (念67℃
勺 円



メ
，
卜
、
牽
示
壱
八
命
ｌ
↓
Ｏ

ヘ

ー

領収書No
窓口Ho

104
103M-No MO1130

領 収

錘を頽収

詩
潅
弘
秤
（
翁
永
Ｉ
靜
患
Ｉ
聚
舌

〆ン

三
日

[)8月01E
10時50分閃員

二l｣枇挽甲告納
1kつ諫就野
猟務署承認済

金額 ￥13，340円
「消舗等込み」

但し､乗車識(ｸﾚジｯﾄ扱い)として

令
討
や
挫
画

東海旅蝶縄：

繍呵領収書Efll用いただきましてありがとうございます

印紙税申告納

付につき名古屋中村

税務署承認済

｡ご利用ありがとうございます．
．この領収書は大切に保存してください．

￥170お取引内容:きっぷ

■
清水訳

現金出納韻

上冒円金額を領収いたしました.

ご利用日付 2022年O8月01日

時刻 13時42分

印紙税申告納

付につ諫京上野

税務署承認済
] 伝票番号:14149
u東京地下鉄株式会社
国会蓋事訳券02発行

簿聡：中澤通訓
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但蕊氏東京会議
令和4年8月1 日上記正に領収いたしました
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様式第2号

＊本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県外調査概要書

〆年壹月／
I ノ

会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 中澤通訓
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様中澤通訓
静岡県議会議員 1

’ 二 1日（月）｢政民東京會議｣の里、 ’’
｢激動の世界で日本はどう動くか」

講師／石破茂自由民主党元幹事長

何と言づても、国民から人気があり、政策

に秀でた政治家が石破との声が高い。参院選

が終わり、次に石破氏はどう動こうとしてい

るのか。ロシアのウクライナ侵攻は許されざ

「中華民族の偉大なる復興」を実現しようとする暴挙であり、中国の「中華民族の偉大なる猩興」と二呪しfソニ且

るさまざまな試みは、 日本人にとって共感できるものではない。同時
に、わが国の防衛を考える機運が高まっている。台湾有事や尖閣諸島
防衛を想定して､備えを固めるのは当然のことである｡そして、その

備えと言えば､石破氏の提案する憲法第9条の改正に突き当たり、そ
れをどう考えているのか。今回は石破氏に時局に見合った日本のおか
れ方課題をズバリ語っていただく｡未だに石破待望論が根強くあるの

は石破氏のものの見方がぶれていないからであろう。ご期待くだされ。
！
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会場／

東京都千代田区永田町2一2－1

参加費／5，000円(会場、お弁当つき・オンライン・ビデオ配信）
連絡先/時局心話會担当■■■■■■TaO3-583Z7231

第69代)、防衛大臣（第

自由民牛党幹事長（第4

（地方創生）など。

【講師経歴】1957年（昭和32年） 2月4日生まれ。防衛庁長官(第68代、
4代)、農林水産大臣（第49代)、 自由民主党政務調査会長（第52代)、
6代)、内閣府特命担当大臣（国家戦略特別区域)、内閣府特命担当大臣

●

FAX返f言害6差信番号) 03－5832-7232

※下記に○印をご記入ください｡

1.会場にて参加2.ｵﾝﾗｲﾝにて参加3.ビデｵ配信にて参加

'～3不参加

※当日不参加に変更された場合、会費を頂くことになります。
※上記、 2と3は、お申込後、弊会より「銀行の振込先」をメールにてお送り致します。
メールアドレス（ ＠ ）

ご氏名（ ）

☆出席者変更・登録変更・新規参加者の場合は､上記にご記入ください。
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雪 二一三

唾項目 サーチキー ・
支出証拠書

rrn－rn司
(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ－中澤通訓）
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領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞｵ1該当欄に※按分による支出がある場合は、

記入すること。

経費項目 …研修費･広聴蒔蹟.霜謝誇括鱸･会議費.鰯ｲ鰄費.鰯"費.事務費.調嬬漬.人畷

内 容 ﾉ篝4'さ､し-､<｣号畏箇ﾗつ､箔､や同修
年月 日 令和千年宅月了日~令和千・年7月P日 金額 二Isoo円

、
『

･ 目的 穂えう睡呉:理二雇蟇乏諦/~LY・睦署筐三権才窪ろくろ

使途 室遙三菱ぞ転率を

粟分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

､貝JIX吉…貝laノ

Z/､300円

案分率(b)
／

/00％

政務活動費支出額(a×b)

2ﾒ”〃円



ご請求明細書
AmountDescliption

THEHAMANAKO

TELO53-592-2222

FAXO53-592-5522ありがとうございました｡またのご利用をお待ち申し上げております。

（|ﾉW月賓碗しon

対入湯税Con.BE

（標準税率
一 （軽減群.率

aX

誠に勝手ながらサービス料と規定の税金を加算させていただきます。

9031803ホテルクレジット No. 202208090023

発行日 2022.08.09

00102 CC 3ご署名
SiEITRf''re

．I

会社名
Firm .

領収書

中澤通訓 様Receipt

¥14,150※ 印紙税申告納

付につき浜松西

税務署承認済

（内消費税Con.Tax¥1,271)

(内入湯税Con.BathTax¥150)
（標準税率 ￥14,000）
（軽減税率 ￥0）

上津正に領収致しました

但、クレジット分¥14,150を含みますクレジット払い

THEHAMANAKO

〒431-0101静岡県浜松市西区雄踏町山崎4396-1

TELO53-592-2222FAXO53-592-5522

注）

コーナー利用の消費税は別紙をご覧ください。

隙中澤通訓 様

》
１ 22.08.08-22.08.09(1泊）

◆2022年度一般一泊朝食付プラン

入湯税

14,000

150

@14,000×1

小計
SubTotal 14,150 0

蕊議蕊蕊議蕊蕊議蕊
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ふじ.のくに県民クラブ政調会夏合宿日程最終版

【1日目日程】

集合’8月8日（月)10, 115 馬込川水門インフォメーションセンタ±

浜松市南区中田島町 （地図別紙）

・ 自家用車のかたは現地集合でお願いします。

新幹線でおいでのかたは、9：55に浜松駅南口でピックアップします。 ．

． 三島8：55→新富士9208→静岡9R21→浜松9：49 こだま707号

・対象者中浄、佐野、四本、廣田、杉山（敬称略） 大石、阿部が迎えに参ります。
1

視察1 「浜松防潮堤の整備および維持管理について」

①10: 15～11:00馬込川水門の整備状況お･よび防潮堤管理全般についての説明
． 場所馬込川水門インフォメーションセンター

移動15分°

②11:15～11：35防潮堤産業部所管部分

，場所榛原町管理広場付近

移動10分

③11：45～12105防潮堤交通基盤部所管部分

場所表浜東駐車場付近 ．

、移動・ 15分 ． ．

昼食12:20～13:10. うなぎ山本亭

移動10分

.視察2 13130～14:30 「浜名湖の水産資源の現状について」 水産試験場浜名湖分場
・ 移動ユ0分 ・

視察3 14840～15:40 「花博20周年に向けて」 ・浜名湖ガーデンパーク

移動10分 （予備10分）

視察4 エ6：00～17:00 「浜名湖水産業の現桜について」 浜名漁協

帰宅組解散 ， たきや参加者‘宿泊組は移動10分 、

ホテル.チェックイン ダィワロィャルホテルTHEHAMANNAKO

担一朝食付き14150円各自支払
18時50分ロビー集合

19時～22時 たきや漁 （浜名湖の観光資源視察も兼ねてい主す）

代金概算ひとりあたり11000円

参加者中漂、田口、杉山、沢田． 謹員4名

静岡県水産局長板橋氏､水産試験場浜名湖分場長ほか4名

ﾛ

"
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【2日目日程】

9：00ホテル発．

移動10分

視察5 9：15～9：45オイスカ浜松国際高校のマングロ．－プ栽培について、

、 浜松市西区和地町5835 053-486-3011

移動10分 ． ‘

視察6 10100～11:30.浜名酪農組合TMRセンター「飼料の国産化への努力」

浜松市西区白洲町867-1 . 053-487-5399

移動10分

視察7 11 ；45～12：25かんざんじ観光協会より 「花博20周年と舟運ついて」
、 舘山寺大草山ホテル花蓮駐車場集合

展望台および会議室にて説明

移動 10分

昼食 13:10～13:50舘山寺園にて

移動30分

視察8 14:30～16:00次世代自動車センター「自動車産業の現状と未来」

浜松市中区西伊場2丁目7－1浜松商工会議所会館8F

053－489－8111

終了後解散

新幹線利用のかたは､自家用車組で分乗して浜松駅までの送迎をおれがいし

浜松16：21→静岡16. :52→新富士17:07→三島､17:19 こだま734号

自家用車組で分乗して浜松駅までの送迎をおねがいします

0
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支出証拠書
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※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ． ． ．

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広嘩報費･要謙|靜勵費･会議費･資料ｲ鰄費,資料購入費．厘調･謂緬費･人件費

内 容 自動車ﾘｰｽ料（了月分）

年月 日 令和千年？月3日玲和 年 月 日 金額 <卜千堂-t一円
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支出証拠 書
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※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及U政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ． 。 ．

準罐宕

経費項目 調却暁費･”費･広聰広報費･野綱誇圃費･会議費･資紺鰄費･資料購入費･層霧笥･謂緬費.人付費

内 容 ｺピｰ機ﾘｰｽ料（了月分）

年月 日 千年者月言日へ令和令和 年 月 、日 金額 4,968円

目的 政務活動に必要なコピー機のリース

使途

関連性

、I県必一口I,｣''十"

ロ.－－‐－－十一一一一・一‐－

鯉……二…乳頚…‐

:朱”〔ﾉﾉ埋出

政務活動と後援会活動

で緊分

1項収書銭貝(a)

9,936円

栗分率(b)

1／2

％

政務活動費支出苦 H(a×b)

4,968円



様式第1－1号

支出証拠 書
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※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞｵ1該当欄に

記入すること。

経費項目 調査職費･研修費･広聴広報費･雰調誇働費･会議費･資料ｲ賊費･資繩訟費･犀買･義銅欝人件費

内 容 携帯琴舌代(au 7月請求分）

年月 日 令和千年言月〔､日~令和 年 月 日 金額 6多争7円
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使途項目 サーチキー
支出証拠
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※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。
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経費項目 調査研究費･研修費･函･要調誇圃費･会議費･闘斗ｲ鱸.資料購入費.事務費.弱銅漬.人件費

内 容 ホームページ管理･更新料（ 8 月請求分）

年月 日 令和寺年さ月(､3日~令和年 月 日 金 額 /､3oO、円

目.的 県政関係の情報や政務活動の情報を報告する。

使途 ホームページ管理･更新料
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支出証拠 書
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支出証拠 書 (各種団体会費）
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ぞれ該当欄に記入すること。

経費項目 調罰禿笥･研修費

内 容
NPO次郎長生家を活かすまちつくりの会会費他 （銅,－3月分）
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令和4年8月22日

特定非営利活動法人

次郎長生家を活かすまちづくりの会会員各位

第7期(令和4年度)の年会費納入のお願いについて

拝啓時下ますますご清祥のとことお喜び申し上げます。日頃は、当会活動に格別のご

協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、第7期（令和4年8月1日～令和5年7月31日）の年会費納入のご案内をさ

せていただきます。金融機関にてご送金をお願いいたします。

なお、振込み手数料は会員様のご負担でお願いします｡請求書、領収書が必要な方は

お申し出ください。

退会を希望される場合はご連絡いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

★期間 令和4年8月1日～令和5年7月31日の1年分

★会費の種類

◆正会員入会金 0円

◆賛助会員入会金 0円

◆正会員年会費

個人・団体

◆賛助会員年会費

個人 1,000円

団体・法人 . 10,000円

★会費振込み口座

銀行名：静岡銀行北安東支店
口座番号：普通0705296

名義人： 特定非営利活動法人次郎長生家を活かすまちづくりの会 理事一

★連絡先・お問合せ先

NPO法人次郎長生家を活かすまちづくりの会

会計相当



特定非営利活動法人次郎長生家を活かすまちづくりの会定款

第1章総則

（名称）

､第1条この法人は、特定非営利活動法人次郎長生家を活かすまちづくりの会という。

（事務所） ・

第2条この法人は､主たる事務所を静岡県静岡市清水区に置く。

2 この法人は､前項のほか、その他の事務所を静岡県静岡市葵区内に置く。

第2章目的及び事業

（目的） ．

第3条この法人は、次郎長翁を顕彰し、次郎長生家に関する保全・活用それらを通じた

事業を行い、地域振興に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条この法人は､その目的を達成するため､次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

（1）社会教育の推進を図る活動

（2）まちづくりの推進を図る活動

（3）観光の振興を図る活動

（4）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動．

（5）環境の保全を図る活動

（6）地域安全活動

（7）子どもの健全育成を図る活動

（8）情報化社会の発展を図る活動．

（9）経済活動の活性化を図ろ活動

（10）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

（事業） ・

第5条この法人は、その目的を達成す:るため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。．

（1）特定非営利活動に係る事業

①次郎長生家の保全・活用に関する．事業

②次郎長翁を活かしたまち.づくりをすすめる事業

③次郎長翁に係る情報発信事業

． ． ．④その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章会員

(種別）



第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下

「法」 という｡）上の社員とする。

（1）正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（2）賛助会員．この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

（入会）

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。

2会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長

に申し込むものとし､理事長は《正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ

て本人にその旨を通知しなければならない。

（会費）

第8条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失） ．

第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは､_その資格を喪失する。

． (1) 退会届の提出をしたとき。

（2）本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき｡．

（3）継続して2年以上会費を滞納したとき。

（4）除名されたとき。 ．

（退会）

第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが

できる。 ．

（除名）

第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名

することができる．。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ

ならない。

（1） ．この定款等に違反したと.きざ

（2） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章役員及び職員

（種別及び定麹

第12条この法人に次の役員を置く。

（1） 理喜6人以上

（2） 監事2人．

2理事のうち、 ユ人を理事長、 2人以上を副理事長、 ユ人以上を霞問とする。

（選任等)、

第13条理事及び監事は、総会において選任する。

I



2理事長･‘副理事長及び顧問は、理事の互選とする。

3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が

ユ人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総

数の3分のユを超えて含まれること.になってはならない。

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第14条理事長はくこの法人を代表し、その業務を総理する。

2理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

､3 ．副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理

事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4理事は、理事会を椿成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業

務を尋W可す･る。

5監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

（2） この法人の財産の状況を監査すること。

（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産に関し不正の行為又、

は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には､これを総会

又は所轄庁に報告すること。 ． ．

（4）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

． ．(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理喜に意見を述べ、若

しくは理事会の招集を請求すること。

（霞等）

第15条役員の任期は、2年とする｡．ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわら希、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最

初の総会が終結するまでその任期を伸長する白

3補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。

4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない｡

（欠員補充）

第16条理害又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。

（解任） ・

第17条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任：

することができる。この場合、その役員に対し､議決する前に弁明の機会を与えなけれ
ばならない。



（1）職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（報酬等）

第l8条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要じた費用を弁償することがでぎる。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（職員） ． ．

第19条この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。

2職員は理事長が任免する。

第5章総会 ．

（種別） ‐

第20条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

（構成）

第21条総会は、正会員を．もって構成する。 ．

． (権龍）

第22条総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更

（2）解散

（3）合併

（4）事業計画及び活動予算

（5）事業報告及び活動決算

（6）役員の選任又は解任

（7） 入会金及び会費の額

（8）その他運営に関する重要事項 ．

（開催）

第23条通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催するd

（1） 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 ，

（2） 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を巖（2） 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったとき。

（3） 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

（招集）

第24条総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日

から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。



3総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもっ

て､．少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

（議長）

第25条・総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（定足勤

第26条総会は、正会員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）

第27条総会における議決二項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した亭

項とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全

’員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

総会の決議があったものとみなす。

（表決権等）

第28条各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に．

ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は､第26条第27条第2項、第29条第ユ項第2号

．及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

（議事録).．

第29条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所

（2） 正会員総数及び出席者数（書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、そ

。 の数を付記すること｡） ．

（3） 審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押

,印しなければならない｡

3前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示を

したことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の喜項を記載し

た議事録を作成しなければならない。



総会の決議があったものとみなされた事項の内容

前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

総会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

①
②
③
㈱

第6章理事会

（構成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。

（権能） 、

第31条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項 一

（3）事業計画及び活動予算の変更

（4）役員の職務及び報酬

（5）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第45条におい

、て同じ｡）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

（6）事務局の組織及び運営

（7） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する亭項．

(開催） ・

第32条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき。

（2）理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面若しくは電磁

的方法をもって招集の請求があったとき。

（3）第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（招集） ． ・

第33条．理事会は、理事長が招集する。

2理事長は､第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日か.ら10

日以内に理事会を招集しなければならない。

3理亭会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をも

つ･て、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。 ． ．

（議長）

第34条理亭会の議長は、理事長がこれに当たる。 ．

（議決）

第35条理薑会における議決事項は､第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する



ところによる。

（表決権等）

第36条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電磁的方法をもって表決することができる。 ・

3前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用に

ついては､理事会に出席したものとみなす。 ．

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。 ．

（議事録）

第37条理事会の議事につし、ては､次の事項を記載した毒亭録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所．

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者等にあっては、その旨を付記する

こと｡）

（3）審議事項

④議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する亭項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押

印しなければな．らない。

第7章資産及び会計

・ 鱈産の構成）

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立の時の財産目録に記載された資産

（2） 入会金及び会費

（3）寄附金品

（4）財産から生じる収益

‘ (5)事業に伴う収益

（6） その他の収益

．(資産の管理）

第39条この法人の資産は、理三長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が

別に定める。 ．

（会計の原則）

第40条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（事業計画及び予算） ．



『

第41条この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を

経なければならない。

。 (暫定予算）

第42条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは､理

事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講

じることがでぎる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予算の追加及び更正） ．

第43条予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは､総会の議決を経て、既定予算の

追加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第坐条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し､.監亭の監査を受け、総会の議

決を経なげればならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）

第45条この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

（臨機の措置）

第46条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の毒決を経なければならない。

第8章定款の変更､.解散及び合併

（定款の変更〉

第47条この法人が定款を変更しようとするときは､総会に出席した正会員の4分の3以

上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合､所轄

庁の認証を得なければならない。 ．

U

． （解散） ・

第48条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（ﾕ）総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能．

（3） 正会員の欠亡．

（4）合併一

（5） 破産手続き開始の決定

（6） 所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承

『



諾を得なければならない。

3第ユ項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）

第49条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く｡)･したときに残余する財産はく

．法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に譲

渡するものとする。

（合併）

第50条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

（公告の方法）

第51条この法人の公告は､この法人の掲示場に掲示す~るとともに､官報に掲載して行う。

第10章雑則

（細則）

第52条この定款の施行について必要な細則は、理亭会の議決を経て、理事長がこれを定

める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 牧田充競

副理事長 ･

同 , ：

同

顧問

理事

同

監事

同

3 との法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日か

ら平成30年9月30日までとする。 、

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は､･第41条の規定にかかわらず、設立総

会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず､ ･成立の日から平成29



年7月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる

額とする｡

(1) 正会員入会金0円

(2)賛助会員入会金0円

(3)正会員年会費 3,000円

(4) 賛助会員年会費個人1,000円

団体・法人10,000円

1

1



様式第1－2号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

｢ﾗｰ｢7~｢I1-｢5~｢U~｢I1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・中澤 通訓）

※按分による支出がある場合は､按分の理由、領収書等の金鎮按分率及U砥務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当楠に記入すること。

輻…万 z－I－3

経費項目 願諒莞司?研修費

内 容 久能山東照宮文化財保存顕彰会会費 （7月～､〕月分）

年月 日 令和千年言月ﾕ，ﾇｰ日~令和
『

年 月 日 金 額 八才00円

一

｢一重－I
会の趣百' 。

目 的

箕ノ、÷‐主赴旱nl八手ヲhムh' 1 『去口万一》ユ一J鵠人士よ呼南＝一語ギテノI

国
や
Ｌ

二
．

ニ
ユ
｜
Ｔ

ｌ
叫

一
辿鵲竺伶叫生、津４口夕

史跡に指定を受けている。社殿や文化財を完全に保存し、後世に伝えていくこ．とが

課せられている。

会の活動

内容等
久能山東照宮の保存計画管理に関する調査の実施。

会報の発行。

政務活動。

県政との

関連性

国宝保存は、文化財として県観光施策の一翼を担うものである。顕彰会から得られた

情報や会員からの意見を参考にし、今後の県政での文化観光事業の発展に役立てる。
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ものである。
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今和4年8月吉日

替助会員各位
久能山東照宮文化財保存顕彰会

久能山東照宮宮司姫岡恭彦

今和4年度顕彰会費納入の御願

謹啓処暑の候益々御清祥の段慶賀に存じます

常々当顕彰会のことにつき御高配を賜り厚く御礼申し上げます
さて本年度の総会について書面決議に御協力いただき御礼申
し上げます全ての議案について規約に基づき 可決されました

当顕彰会は各位の御理解･御支援によって堅実な歩みを続けており

ますが尚一層の努力を重ね更なる発展を試みる所存です

つきましては会員各位に於かれましては出費御多端の折

恐縮に存じますが本年も下記の会費を納入賜りたく 御願い申
し上げます 謹白

記

替助会員 金5,000円也

但今和4年度会費

納入は同封の払込用紙を御利用ください

（尚本状と行き違いにて御入金済の際は何卒御了承ください）

以上

※誠に恐縮に存じますが一昨年来より会費未納の各位につき

ましては本顕彰会存続の為にも名簿より削除させていた

だき今後の郵送物等を削減させていただきますので何卒

御理解の程御願い申し上げます
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＞文化財保存顕彰会

久能山東照宮文化財保存顕彰会入会のご案内 ＝＝＝＝＝＝＝

徳川家康公をお祀り申し上げます久能山東照宮は、全国東照宮の創祀として全国の多くの皆様より篤い信仰と幅の広い崇敬を

．いただいてまいりました。

久能山は遠く7世紀頃に開山されて久能寺が創建せられ、戦国の世に武田信玄が山上に築城して久能城と称し、次いで二代将

軍秀忠公によって徳川家康公を祀る東照宮が造営せられて、平成27年には御鎮座400雫の佳節を迎えました。

この間約1,400年を経過し、その時代時代の文化が現在に伝承されており、特に東照宮社殿諸建造物は江戸初期の代表的なもの

として14棟が国宝および重要文化財に指定されております。又所蔵する宝物は2,000点にも達し、徳川300年の歴史を物語る重

要なる文化財で国宝・重要文化財等に指定されております。なお境内地も史跡に指定され、共に歴史資料として価値の高いも

のであります。

これら社殿を始め数多い文化財を完全に保存し後世に遺憾なく伝えていくことこそ、我々に課せられた使命であります。

そこで去る昭和41年久能山東照宮文化財保存顕彰会を段立し、以来保存顕彰につとめて参りましたが、更に御理解ある各位の

御協力をいただき会の充実発展を期したく存じております。何卒本会の趣旨に御賛同下され、御協賛賜りますようお願い申し

､上げます。

＝＝＝＝＝＝みなさまの御協賛によって行われる保存管理事業＝＝＝＝＝＝

国宝御社殿ほか諸建造物の保存管理事業

久能山東照宮には、御祭神徳川家康公をおまつりする国宝の御社殿ほか、 13棟の重

要文化財建造物があります。特に中井大和守正清を大工棟梁として造営された権現

造総漆塗極彩色の御社殿には最高の建築技術・芸術が結集されています。これ

ら諸建造物の漆塗や彩色、錺（かざり)金具などの修理を行い後世に遺憾なく伝え

ていきます。

博物館収蔵資料の保存管理、学術調査、広報等に関する事業

霧
久能山東照宮に付属する博物館には、御祭神徳川家康公の遺愛品や徳川歴代将軍の



武器・武具など約2,000点の資料を収蔵しています。これらの神宝類など所有する文

化財を後世に正しく伝承していくため保存管理に力を注ぐとともに、資料の嗣査研

究を基にした展示公開をしています。

史跡久能山の護持に関する事業

久能寺建立よりおよそ1,400年の古い歴史的価値を持つ久能山は山全体が国の史跡に

指定されています。久能山の鎮守の森を糖成している原生的な自然環境の保護を図

ろとともに、表参道の石段、石垣などの修復工事等を行い、神社境内としてふさわ

しい景観を保全していきます。
議

課

＝

会員種別と年会費
一 －

１
４

1

1

Ⅱ
。
！
。
１
日
’

50,000円以上（永年会員） 5,000円

会員の待遇
一

蕊
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使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

｢ﾗｰ｢7m-'｢UTUTI1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・中澤 通訓）

更出がある場律 文UV攻務沽動費の支出籠

ぞれ該当欄に記入すること。

経費項目 濡蔀禿罰･研彦費

内 容 尾崎行雄記念財団会費 （7月～3月分）

年月 日 令和挺年冒月ﾕ§-日へ令和 年 月 日 金額 乞客呂旦 円

会の趣旨．

目 的
故尾崎行雄の理念を基に民主政治と市民社会の向上発展、世界平和の実現に寄与する。

会の活動

内容等

ゴーー ロ"■寺Bｰ､ ﾛ■伊禿員目〆ｰ ｰ ﾛー=一一一賑&ハー'ずqgl屋､

調査研究のための政経懇話会開催や視察、研究会を開催

NPO団体等と連携し、被災地の物資、教育､情報提供などの支援

政務活動.

県政との

関連性

講演会等への参加、参加会員との意見交換を通じて広範な知識を獲得し、県政発展に

役立てる．

眺
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晋
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ユタュユ年9月ろ 日

z1塁

〒100-0

－尾一■一

賛助会員（個人会員）会費納入のお願い

拝啓時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は当財団の活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在お納め頂いております年会費が『月までとなっております。引き続き
会員としてご支援頂ければ有り難く、勝手ながら郵便振替用紙同封の上、ご連絡させて

頂きました。

/〃,〃〃〃円
油め下さいます声の1年唐芸〃

当財団の活動（有権者啓発／人材・リーダー育成／調査研究／被災地・途上国支援）

は、すべて会員皆様の会費によって支えられております。

今後ともご支援を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

※すでにご納入頂き、行き違いで本状が届きました場合はご容赦下さい。

※ご不明な点などがございましたら下記までご連絡下さい。

もこ､凋縄砿仮､吏剛が上,>湖】河)ﾌ

ｷ、'で‘1噸迩雛胤舳順 リ
ブ

求縦迩填嫉賜M1蒋、

、

何年釦くあ噸v申し腹州
ｺﾛﾅも下友ｿ息灸Fﾘが
趣ﾔ正に棚気をﾌ'R､）

一般財団法人尾崎行雄記念財団

事務局:■■■
infCoz"yukio.jp

直通一
TEL:03-3581-1778/Ⅳ班X:03-3581-1856

■■■■

と



一般財団法人尾崎行雄記念財団

当財団は､尾崎行雄の理念を基に､議会制民主主義の発展と世界平和に寄与すべ<1956年に

設立｡「有権者啓発｣、「リーダー･人材育成｣、「調査研究｣、「被災地支援｣などを行っています。

(当財団は超党派の公椿団体｡会長には衆議院議長が就任｡事務所は憲政記念館内に在ります｡）

「議会政治の父･尾崎行雄の精神を未来に繋ぎたい！」

コロナ禍と社会不安､厳しい経済情勢が続く今｡このような時代だからこそ尾崎行雄の信念や生き方

を世に広め､未来に繋いでいきたい一役員･スタッフ一同､強く決意しています。

当財団の活動はすべて､賛助会員の皆様による年会費､また各事業への参加費､そしてご寄付に

よって支えられています｡何卒引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

騨騨

震
【害堂畢】

ノーダー育成を目的に､尾崎

香と共に立ち上げた｢害堂塾

毎月2回､政治･外交･環境、

ぽどをテーマに専門家によイ

す｡これまでに延べ650名i

方議会議員をはじめ､社会

冨広<活躍しています”

催三女の相馬

998年発足
寄黒担や人間

会／関連団体後援】

苞機管理･日米外交･憲法問題噌

二講演会を､グローバルイッシユー

で隔月開催｡また､尾崎思想普及

体のシンポジウムやイベントに脇プ

界と議会』／尾崎関連書籍の刊行】

ﾃ雄､議会政治､国際問題などを取り上げた

志『世界と議会』(1961年発刊)｡国会図書
上じめ公立図害館および国会･地方議会諾

X<配布．また．尾崎行雄著作の復刻．関弾

【調査研究】

尾崎行雄や議会政治に関

る史資料の収集･管理や

服提供､また､憲政記念館

ど関連施設への資料貸日

審示協力を行っています‐

帝
‐

鼠慰霊息
砥凝議芸；
当唾目U亜P…尾 色 ： -

1蕊爵が‘
ﾖ蕊錘毒､扇 ;霊壷．：、

:;蕊繋溌諏ﾂ*

&:: 鷺

§｡ ; --鳶穏

－

【途上国･破災地夛

関連団体･NPOと遅

上国や被災地へα

資･文房具の寄贈、
胤干批泥声の封耆

〒100-0014東京都千代田区永田町1－8－1憲政記念館内一般財団法人尾崎行雄記念財団

Email: info@ozakiyukio・jp/TEL:03-3581-1778/FAX:03-3581-1856http://www.ozakiyukio.jp/
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雲番号 IB--/j-

支出証拠 書

文ひ嘩活動譽の毛

経費項目 調査職費･研修費･広聴蝿費･霊謝靜働費･会議費･資料ｲ賊費･厩函･事務費･事翻漬.人件賓

内 容 新聞購読(朝日,際,静岡） Iへ‐司令

年月 日 令和子隼言月ユ ?日~令和 年 月 日 金 額 f霧暑円
目・的 県政､社会情勢に関する情報収集

使途 4年言月購読料

麩4力1口割一

県政との

関連性
県政等の情報を収集し、議会質問や政策の参考にする。

く§､P貝u言負白1勺1ギン

別紙のとおり

土

稟分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

. /α、ﾉZ3 円

禾詞李也ノ

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/"m､jZJ円



領収証
支店区域. 順路
05 007ゞ 168
※は軽減税率対象です
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電話 0120-107466

金額その他を訂正したものは無効です｡
I

ご購読あﾙﾉがとうございます。本証はご保存下さいb
_陽一 -－二 戸一ﾏｰ ｰｰｰ‐"一二一__ - ----

總収日 ： /●約得3月〃日
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※朝日新聞
※農業新聞

10%対象 0
8%対象 7,023
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鍵穏M器
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費税 O)
費税 520）

|認間圏澤 領収金額（含消費税）

7，023 円

2022 年 08 月分

領収致しました。

年 月 日

Ⅸ"65iY
ロ■ ■■■■■■■■■■■■■■■

2022年 ． 8 月分



様式第1－]●号

支出証拠 書

（今派父．幸呂口二.々 P ，．一ﾊｰｰ,目,_－ ．－．－ －

累分の理由
全て政務活動にかかる
ものである。

2,035円
2,035円

I

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･噸広報費･要調誇活娠･会議費． 資料侑鑪･資料購入費･犀霧司･弱舘漬｡.人件菅

内 容 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料( 3月請求分）

年月 日 令和半年3月Z?日~令和 年 月 日 金 額 2,035円

目的 政務活動上の情報収集に使用する。

使途

関連性

一ヶ－■ ー ■ ■ =■

宅

（日享達静岡） 自払 2，035
362

名



ll
Webしずおかお支払明細書
いつもご利用いただき誠にありがとうございます｡今回の「お支払明細書」をお送り
いたします。お手もとの､お客様控等とご照合ください｡なお､合計額を下記の通り
自動振替きせていただきますのでよろしくお願い申しあげます。

5文私い口座へのご入金は、お支払い日の前営業E

i支払い口座

金融機関名

支店名

預令種目

口座番号

口座名義｢子五示万言手刀

日専連静岡
〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-7-26

TELO54-252-7188FAXO54-252-7210

【お問合せ時間】 10:00～17:00

I

m回司咋庫烏師唾汕朧I画駈唖剖百戸■

Webしずおか函0120-224-260
〒420-0034静岡県静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8TOKAIビル

【お問合せ時間】 10:00～18:00(平日のみ､士.日.祝日休み）

↓

ユ媚司蘭h…舵皇征語弓馬君壷戸

日専連静岡ではご利用明細書のご案内方法を「葉書」から「Web」で閲覧できる
サービスへ切替を推進しております。

下記､日専連静岡ﾎｰﾑペｰジからご登録をお願いします。

https://Www,nissenren-shizuoka,co.jp
※日専連静岡ﾎｰﾑペｰジの「My日専連静岡｣(左上の箇所)をｸﾘｯｸし､必要事項を
ご登録ください｡翌月から葉書でのご利用明細書の発送を停止いたします。葉書が必
要な方は「Web」「紙」ともにご選択ください。

’

卜

4つl則了司逗奮字ヲ ■■■■■■■■
お支払い日 フ、フフ年 R月 っQR

L

今月のお支払い金額 2， 03 ） 円



様式第1－1号
. 『

支出証拠書

（全ｼ斥之．言業＝両々 卜 ，．,旬、少，－，百＝。ー△ ．

.目的 政務活動事務所で使用する光熱水費

使途

政務活動.・

県政との

関連性

1

口座振替払済のお知らせ(電気料金等 令和4年8月30日発行領収証）
■振替内容

毎度お |立ていただきありがとうございます。

口座振替により領収いたしました。

■領収金額の内訳

｢一語~蓉一き~王~蕃~喜 契約 釜精算額等円

舞ｴﾈ発賦促遺鼠潔金円
過

領収金額円I

記事
おなまえ

3392
ナカザワジムシヨキヨウ

308

11従認丁B
5811

I
30

A

ナカザワ ミチノリ 170 622120586

528

111低圧電力 I

19－840
ナカザワ ミチノリ ０

Ｗ
１
ｋ

372 1，361152

’
1，283

1．80ヨ

記入すること。

整理番号

経費項目
調罰暁費･研修費･圃鉱報費･識|誇圃資･会議費･資料ｲ鰄費･資*慨入費･事務費.認.人杵賓

内 容 光熱水費憧謹･水道代・ 3月分）
年月 日 令緬¥隼7凋込ｱ日~令和 年 月 日 金額 |令宜､乙|円

振壱

令和4f

年月日

三 8月2 日

合計領収金額

， 29，043円Q

消費税等相当額(再掲）

， 2‘639円■

戸 定に脛 ’
口座↑識の表示を希望される場合ば
塩当空、キー涙声痙嬢〈拶式い

で累分

由

と後援会活動

領収書金額(a)

zF○斗-9円

粟分率(b)
1／2

％

基q力1口割蕊一円” (a×b)

'千重z1 円



様式第1－1号

一言=了壱可

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗｰ｢回m-m｢詞
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

よる支出がある場'倖 の金額、 1喪分率及〔漉務活罠

記入すること。

琴澤否~弓一

経費項目 調査研究費･研修費･広紘報費･雰轆|誇働費･会議費･資洲鰔費･資料購入費･属霧司･謁銅漬･人件費

内 容 事務所電話代(NTT 万月請求分）

年月 日 令和雫一年言月乙P日へ令和 年月 日 金 額 s6ろ？円

目的 政務活動に使用する事務所篝舌代

使途

政務活動・

県政との

関連性

’

蜂
沖
縄
↑
（
醍
望
○
・
国
至
鼠
領
）

頓
旺
壽
灯
長
田
図
幸

シ
胞
醸
蛆
製
穏
鮴
燗
窯
腿
畷

迦
‐
１
１
１
１
１
‐
‐
‐
‐
１
－
１

恥く領収書貝

.’

’

塀分の理由
政務活動と後援会活動

で環分

領収書金額(a)

ウzフ)つ 円

:票分率(b)
1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

－9と三？ 円



様式第1－1号

支出証拠 書

戸

乏出がある場合は、領収書等のf 6．7KT閉

記入すること。

整理番号一 言一' 1》

経費項目 調査＃f究費･研修費･広聴広報費･蕊
舌鱸･会議費･資料|賊費･資料購入費･扉司.事務所費.人件費

内 容 事務用品代(X-fインフol ' ) ）

年月 日 令和千年君月弐日~令和 年 月 日 金 額 gog 円

目的 政務活動に使用する事務用品

使途

政務活動・

県政との

関連性．

、l録』咲貢只口・1,｣1千'〃

母

識‘セフ'g--"'g
う青二Zk~u筍田丁J吉

静岡県静岡市清水区島崎町6－ユ5

電話：054-351-8100 レシ･#2

2022年08月30日（火）11:42責137

' 7PLスティックのり

i @138x 2 276

i小計（税抜10％） ￥276
1 消費税等(10％） ￥27

1合言十 ¥30S！ （税率10％対象 ￥303）
I （内消費税等10％ ￥27）

|脅預り ¥304
1…淵…と謬り斜霞癩: 中

q

津通訓

令頁」{又害

孫”(ﾉﾉ埋出

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

303 円

ゲ
レ
グ
グ 扮率(b)

／

100%

政務活割混〆！ q 1函、ロハUノ

303 円



様式第1－1号

支出証拠 書

目的 政務活動を補助する職員を雇用

使途

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

ｚ
の
事
Ｕ
入
猟
ｍ
や
、

’墨 傘|中四
八

Ｊ
一
‐
ユ
皇
レ
｜
蝿

劃璽
創
一
ユ
“
｜
卿
禧
《

細
畢

（
，
娘
哩

掌|堂 ’四画

1－

唾亟
岸、罫

箒
撚
棄
窯

純
埼
す

’
蝸
一
慧
画
壹
恕

鞘
箒

荊
叶
嚢
侭

鍋
戦
意
逗
些
娯
准

I

応澤
幽
単

簿
嘩
嵩

如
権 騨

禦
桝
志
洲

三
瓶
草
霊
酋
偲
侭

室
進
電
釈

特
墹

…

（
騨
渥
諜
弔
軍

4口リー

ィエ

罵如
詰帆

"‘調×?心門=""Z"

客令による支出がある場合は、領収書等の金誌

記入すること。

謡
乍
政
で

活動と後援会活動

分

領収書金額(a)

君主君z'2－円

、 厘分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

雫2？'1円



様式第1－1号

一言＝蚕司

糯も一;話
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

藩房璽函一［ 領収書金額"粟分率L政務活動費支出額(a×b)
全て政務活動にかかる'， ｜ ／

よ〃〃円’ よｱﾀ〃円ものである。

金讓I、按分率及U砥

記入すること。

…垂呈

経費項目 願亙厩剰･研修費･I輌鰯費･霊協誇闇職･会議費･Rfll勵竣･鋪購入費･事務費･事翻讃.人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和寺年齢｣-日へ令矛I今年言月2) '日 金額 堂？<P円
ｰ

目的

骸当項目にI則
“局事業ﾋｱﾘﾝう･地元要望活動･匿派内調整打合せ)極務活動資料の整理）

． 使途

骸当項目に丸印） 鰯 ･宿泊費・駐車料

政務活動・

県政との

関連性

絃当項目に丸印）

、望面識＝･窒員云寺員1口｣Uノノヒαﾉ、 ｜天ル1亀両|』ﾉ印Uノ尹未一＝肥凸皐寺痙1j産回心ソも〕｡

・ 地元要望に閏室する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

O確認した事業の内容や進捗状況を元に､議会･委員会等の質問に反映する。

O議案の審議に必要な情報として､県施策の状況を確認する。

①会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

別紙のとおり

100%



月 日 内 容 金額（円）

83za 言可I(1専修、 ろ6－

千 鳧奉霊琴一 診零､霊 86c

と 貴キf篭玉里 66c

16 蚤{一事参へ 66○

|P 童ぷ之島謹芝(_津･シマ夷。 g6o

二名 毒竜艮計是/乞X ‐調正一裁鴻 "o

Ezざ 、』一二？。－ぐF｡--7 36o

1『 壱‘リュ全",爺 66o

3b x料篭潅堅 β6．

合 計 全今乱･
唖



個別履歴照会

作成日時： ZOZ2/09/0810:11

■■■■
LuLuCa(PASAR+POINT)
2014/03/03

刻印番号

媒体ﾀｲブ

発行日

有効期限

ネガ情報

一般バス･鉄道共通

大人

￥500 ‘

■■■
種
性
外

券
属
ジ

Ｆ
Ｆ
ポ

Ｓ
Ｓ
デ

ナカザワ ミチノリ

中澤 通ﾖ｜

〒424-0828

静岡県騨岡市清水区千歳町

7－18

．フリガナ

氏名

郵便番号

住所

性別男性

生年月日1944/09/Z3 年齢 77才

電話番号 （自宅） 054-352-5641

（携帯）

最終残高

(申謂） (停止）

定期券種 定期属性 発行日 適用期間

停留所（発）

停留所（発）

停留所（発）

停留所（発）

屯

■

Ｊ

、

■

グ

着
着

ｒ
Ｌ
Ｆ
■
Ｌ

経由

経由

割引

割引

１
１

着
着

く
く

経由

経由

割引

割引

○
○
○
０
０
Ｏ
○
○
○
○

F
努完梯

唖
一
岬

新静岡↓

新静岡

入江岡↓劇清華岡

入江岡↓

1号機

2

2

入江岡↓

新静岡浄÷入江岡

新静岡↓

新静岡

入江岡↓新静岡

入江岡↓

印
一
認

拓
－
４

1号機

1/8
L
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様式第1－4号

_豆~ﾐｰ盲司

支出証拠書（自動車燃料代）

【 宅月分】
(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ？ 中澤通訓）

吟
一
諏
一
》

前回給油(領収書貼付分)A

年 月 日

今回(直近助給油B

年， 月 日

総君子E鴎佳 C=B-A

km 1ぐ、 km

I
－

く領収書貼付枠＞

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞｵ1該当欄に記入す
ること。

V陸貢倶日乃l｣元当召則
一

経費項目

事務費
一

)※単価による元ヨ刀五4 :¥:1曲(Hノ ×君丁齢E (km)

※領収書による充当方式

.･積上げ左、 ：領収書金額（円)×君ﾃRBf(km)/総走行距離(上記c) (m)
･充当限度割合による按分:領収書金額（円）×充当限麿割合

走行鰯t(km) 積算方法※ 充当額（円）

フ(fZ ／汐円× ‐7jaZkm/ km /事j苫

く支払証明>上記のとおり支払った(充当した）ことを証明しますも ．議員氏名中澤通訓一

寮分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

〃､j郊円

実分率(b)
／

/00％

政務活動費支出額(a×b)

ぼ五-6 円



月 日 内 容 行程 適丁賎f(kuj
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様式第1－2号

喜一｢そ=~方言1

支出証拠 書 (各種団体会費）

雫巨

0

封
岬
哩
【

※按分による支出がある場合は､按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ
ぞれ該当欄に記入Fす-ること。

経費項目 雪･研修費

内 容
NPO次郎長生家を活かすまちつくりの会会費他“月令-7")

年月 日 令和寺年4月/日へ令和学年7月L｝/日 金額 /i/f7 円

会の趣旨。

目 的

圦艮lj云謂超哩馨し、灰即反正家に関す｡保全・沽用それらを通じた事業を行い、封…

型に寄与する。 ‘

会の活動

内容等

社会教育《まちづくり、灌恥恰振興を図る活動、

学術､文化、芸術又はスポーツ振興を図る活動

環境保全、地域安全､子どもの健全育成を図る活動
Ⅱ÷÷同"ロエロ ハ ー一一．－ 〃一､ユ ー0 一口 .■ “ L ､ - --.

政務活動.

県政との ．

関連性

NPOの活動状況を調査研究するとともに、会員からの意見や要望等を聴取し、

県政における観光資源の保全･活用方策や地域振興策の向上に役立てる。

口
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事業概要・その他
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判
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祭
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蝸
旺
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舩
磐
長
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ヨ
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諜嫉:湖/日へ･鋤7月ｦ/日

'↑和 停納～7月Jzr)4ｹ月"を
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累分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)領収書金額(a）

/､／タ7 円

実分率(b)
『

／

100％

獄謹拝舌+T宝易寺卜倶安百r,.YL,､

/《/＃7 円



(纐）
様式第]●－2号

．支出証拠書（各種団体会費）

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・中澤 通訓）

L

や和秤媚
二

Fケ月ケ･Ej ◎
口

フフヲ
ー、ーダ

五ル目

;鍵
溌華蕊

マ
キ
杢
而
汁
匡
ヂ

ロ
ト
ロ
ロ
ロ
ロⅡ

、
乱

冠
一

よる支出がある場虐 の理由、領収書等の金澤 67N減 誉の毛

ぞれ該当欄に記入すること。

経費項目 願罰禿司･研修費

内 容 NPO次郎長生家を活かすまちづくりの会会費他

年．月 日 令和3年？月jり日~令和 年 月 日 金 額 2,273 円

会の趣旨。

目 的

し延鹿』』･上垂弓却･竺聖誤牙ﾗ／LヘレL必IJJ基エかIーl泡フ ’･ノ1列てコニ 1ロノTｺｰL4レ迄ノ廷｣里し〆/こ手奉延1」v，、 、只野課］灰

興に寄与する。

会の活動

内容等

社会教育まちづくり、罰怡振興を図る活動、

学術、文化、芸術又はスポーツ振興を図る活動

環境保全､地域安全､子どもの健全育成を図る活動
L÷÷HJ1上『ハー罫一一 聖一一一＝q--QpP P廿 守一一､ 一■

政務活動

県政との

関連性

NPOの活動状況を調査研究するとともに、会員からの意見や要望等を聴取し、

県政における観光資源の保全・活用方策や地域振興策の向上に役立てる。

累分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領I 叉書金額(a)

入273 円

累分率(b)
／

100％

政務活動費支出額(a×b)

ZI273 円



様式第1－2号

整理番号l z－2亭

使途項目 サーチｷー 支出証拠書（各種団体会費）
｢ﾗｰ｢7~｢Z1－｢5~｢5~｢I1

書類：団体0

※按分による支出がある場合は､按分の理由、領収書等の金鎮按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。 ．

経費項目 雨霊禿司研修費

内 容 久能山東照宮文化財保存顕彰会会費 （#月～6月御

年月 日 令和十年タ月／眉~令和＃年3月､ﾀ"日 金 額 ”0円

会の趣旨．，

目 的
史跡に指定を受けている。社殿や文化財を完全に保存し、後世に伝えていくこ．とが

課せられている。

会の活動

内容等
久能山東照宮の保存計画管理に関する調査の実施○

会報の発行も

↓以蘋Y古到。

県政との

関連性

国宝保存は、文化財として県観光施策の一翼を担うものである。顕彰会から得られた

情報や会員からの意見を参考にし、今後の県政での文ｲ畷光事業の発展に役立てる。
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鯛/β～湾6月30日

冷幼停銅～6"jz'り

ﾀｹ月けを諺3。

2､'''月×鮠
月
二 "" 月

伸埠7俳傳調ｼr､句
ﾀｹ肱(XfaO円”諺溺

＊支払額5,000円のうち、普通会員の会費2,000円を請求する。
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寮分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

頑収晉 (a)

j-00 円

粟分率(b)
／

100％

政務活冒舌動費支出額(a×b)

j崖〃〃 円



様式第1－2号

(縄）
鑿理番号 1 Iユーh i

使途項目 サーチキー
支出

｢ﾗm-｢J~｢5~m
証拠 書 (各種団体会費）

■■■■■■■■

侭
に
量

・
や
拙
一

弧
義
泌
歪

里
ｕ
扇
頓
寺

り〔ノ
ー

垂両

000門のつち、晋進

ﾖ'｣･檮葉厩勇･そa

吟7K漁

経費項目 願霊禿冒研修費

内 容 久能山東照宮文化財保存顕彰会会費

年月 日 令和3年Iz月参日~令和 年月 日
L

金額 目向

会の趣旨．，

目 的

1Wll率犀ZミゼやJIIロリーヲQZ八月己山尿照呂ほ、玉物寺か国宝軍要文化財達“、境内地か

史跡に指定を受けている。社殿や文化財を完全に保存し、後世に伝えていくことが
課せられている。

会の活動

内容等

一－一マーー■一ﾏｰ ■ターーーマー～= =ｰ 一､ 一一一ーローーー『I､ｰ｡ 巴團ﾜー

久能山東照宮の保存計画管理に関する調査の実施。

会報の発行b ,

政務活動

県政との

関連性

国宝保存は、文化財として1県観ｳ勧極策の一翼を担うものである。顕彰会から得られた

情報や会員からの意見を参考にし、今後の県政での文化観光事業の発展に役立てる。

柔万(ﾉ･ﾉ澤出

全て政務活動にかかる

ものである。ものである。

領収書与金

雪
頁(a)

醒，
－

円

升ミノJ弓二、Uノ

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

．/､j.00
．－ 円



様式第1－2号

使途項目 サーチキー

｢7~｢7~｢Z1-I5~｢5~｢I1 支出証拠書(各種団体会費）

更出がある場合は、按'分の理庄 67IiTt

ぞれ該当楠に記入すること。

轄澆琶言 言一覧2，ケ

経費項目 願霊莞雪･研修費

内 容 尾崎行雄記念財団会費 (“～'月”

年月 日 令和ﾀと年＃月／日~令和f年『月〃日 金 額 #､/〃円

会の趣旨．，

目 的
故尾崎行雄の理念を基に民主政治と市民仕会の向上発展、世界平和の実現に寄与する｡

｜
［

会の活動

内容等

害堂塾の開催、有識者啓発のための講演会開催

調査研究のための政経懇話会開催や視察、研究会を開催

NPO団体等と連携し、被災地の物資、教育、情報提供などの支援

政務活動.

県政との

関連性

講演会等への参加、参加会員との意見交換を通じて広範な知識を獲得し、県政発展に

役立てる．
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収計 金額(a)

典/87円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

岳/”円



、

様式第1－2号

(純ノ

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

｢7丁ﾗm-:[5~｢5~｢I1
昌・議員E

整理番号

経費項目 願罰彊･研修費 ．

内 容 尾崎行雄記念財団会費

年月 日 令和3年含月／3日～令和 年 月 日 金額 _<-9,g旦円

会の趣旨.,

目 的 故尾崎行雄の理念を基に民主政治と市民社会の向上発展、世界平和の実現に寄与する。

会の活動

内容等

千丁＝＝'ﾉﾉlブ材'I津、 "同ﾛ日蛤"日ﾉ国元Uﾉ/LaﾉUﾉﾛ再｛貝云lﾗ刊1佳、

調査研究のための政経懇話会開催や視察、研究会を開催

NPO団体等と連携し、被災地の物資、教育、情報提供などの支檮

政務活動。

県政との

関連性

講演会等への参加、参加会員との意見交換を通じて広範な知識を獲得し、県政発展に

役立てる。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

j一.f､B 円

案分率(b)

／

/00％

政務活動費支出額(a×b)

土おj円


